
山口
。齢
酔
殴
館
寺じ跡

１
　
所
在
地
　
　
　
山
口
県
下
関
市
長
府
宮
の
内
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
七
年

（昭
６２
）
一
二
月
１

一
九
入
八
年
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
下
関
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
伊
東
照
雄

・
橋
本
　
修

・
中
野
和
浩

・
山
善
　
董
〔

濱
崎
真
二

・
片
平

（旧
姓
）
智
子

・
宝
川
昭
男

５
　
遺
跡
の
種
類
　
寺
院
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
―
明
治
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

長
門
国
分
寺
跡
は
、
長
門
国
府
推
定
域
の
中
で
、
中
心
施
設
が
分
布
す
る
字

亀
の
甲
周
辺
域
の
砂
礫
台
地
の

北
辺
に
立
地
す
る
。
調
査
地
は
、

長
門
国
分
寺
の
西
限
域
に
比
定

さ
れ
る
。
今
回
の
発
掘
調
査
は
、

宅
地
造
成
工
事
に
伴
う
も
の
で

あ
る
。

調
査
の
結
果
、
国
分
寺
創
建

期
以
前
の
遺
構
と
し
て
、
性
格

不
明
の
溝
状
遺
構
Ｌ
Ｘ

一
二
〇

Ａ
が
検
出
さ
れ
た
。
遺
構
は
、
や
や
東
偏
し
て
南
北
方
向
に
の
び
、
幅
約
八
ｍ

を
測
る
。　
一
段
な
い
し
二
段
の
階
段
状
に
掘
り
込
ま
れ
、
西
壁
下
部
に
は
杭
が

打
た
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
人
為
的
に
加
工
さ
れ
て
い
る
。
自
然
堆
積
と
考
え

ら
れ
る
遺
構
の
埋
積
土
は
上
下
に
三
分
さ
れ
、
下
層
は
無
遺
物
砂
層
、
上
層
は

木
簡
そ
の
他
の
人
工
遺
物
を
大
量
に
含
む
粘
質
土
で
あ
る
。
上
層
の
埋
積
年
代

は
遺
物
の
年
代
か
ら
奈
良
時
代
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
「美
」
の
墨
書

が
認
め
ら
れ
る
杯
身
を
含
む
須
恵
器
、
土
師
器
、
銅
の
付
着
が
認
め
ら
れ
る
対

鍋
な
ど
と
と
も
に
、
木
簡

一
点
及
び
木
簡
状
木
製
品
三
点
が
出
土
し
た
。

木
簡
状
木
製
品
の
う
ち
、　
一
点
は
未
製
品
で
、
柾
日
の
厚
手
の
板
材
の
下
端

を
両
側
面
か
ら
削
る
。
先
端
は
面
取
り
し
、
平
坦
。
板
面
の
断
面
は
、
先
端
部

が
薄
く
く
さ
び
状
を
呈
し
、
表
裏
の
両
面
と
も
に
丁
寧
に
調
整
を
施
す

谷一
一〇

一
扁

×
四
一而

×
一
七
ｍｍ
　
〇
五
一
型
式
）。
も
う

一
点
は
未
使
用
品
で
、
柾
目
の

ヒ
ノ
キ
材
の
上
端
を
両
側
面
か
ら
削
り
尖
ら
せ
、
両
側
面
か
ら
切
り
込
み
を
入

れ
、
圭
頭
に
作
る
。
表
裏
の
両
面
と
も
に
丁
寧
に
削
ら
れ
、
木
簡
材
と
し
て
は

完
成
し
て
い
る
が
、
墨
書
は
認
め
ら
れ
な
い

（
一
四
七
ｍ
≦

一七
ｍｍ
×
六
ｍｍ
　
Ｏ

〓
三
型
式
）。
最
後
の
一
点
は
、
表
裏
の
両
面
と
も
に
傷
み

が
ひ
ど
く
墨
書
は
確
認
で
き
な
い
。
板
目
の
ス
ギ
材
で
、

厚
手
の
板
材
の
両
端
に
両
側
面
か
ら
切
り
込
み
を
入
れ
方

頭
を
作
る
。
上
端
部
は
切
断
、
面
取
り
。
下
端
は
損
傷
に

よ
り
不
明
で
あ
る

（
一
九
三
ｍｍ
∠
二
七
ｍｍ
×
〓
一而
　
〇
三

一
型
式
）。

「美
」

(安岡・小倉)

墨書土器



2003年出土の木簡

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

い

　

□
三
荷
遣
故
領
不
有

命

∞
じ

×

合

９

×

ω
　

ｏ
∞
Ｐ

片
面
に
墨
書
が
認
め
ら
れ
る
。
上
端
は
折
損
。
ケ
ガ
キ
状
の
切
り
込
み
が
認

め
ら
れ
る
た
め
、
あ
る
い
は
切
り
折
り
か
。
下
端
は
切
断
。
左
側
面
は
割
損
。

右
側
面
は
削
り
。
板
目
の
ス
ギ
材
で
あ
る
。

内
容
は
、
何
ら
か
の
物
品
の
送
付
に
関
わ
る
文
書
木
簡
の
一
部
と
思
わ
れ
る

が
、
正
確
に
文
意
を
と
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
領
は

「う
な
が
し
」
（物
品

や
作
業
の
管
理
者
）
で
あ
ろ
う
。
「□
三
荷
を
遣
す
故
に
、
領
、
有
ら
ず
」
（□
三

荷
を

〈領
に
担
当
さ
せ
て
〉
送
っ
た
の
で
、
領
が
い
な
い
）、
あ
る
い
は

「□
三
荷
遣

す
、
領
有
ら
ぎ
る
が
故
に
」
（□
三
荷
を
遣
す
。
領
が
い
な
い
の
で
）
な
ど
の
解
釈

が
可
能
で
あ
ろ
う
。

９
　
関
係
文
献

下
関
市
教
育
委
員
会

『長
門
国
分
寺
跡

長
門
国
府
周
辺
遺
跡
発
掘
調
査
報

告
書
Ⅵ
』
盆

九
八
八
年
）

（濱
崎
真
二
）

I

ー
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独
肱
弁
カ




